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令和８年度復興公営住宅自治活性化事業補助金募集要領 

 

１ 概要                                 

 

本補助金は、被災者支援総合交付金を活用して、長期避難者等の生活拠点の

形成を目的に、復興公営住宅におけるコミュニティ機能の強化と活性化を図る

ため、自治組織等が自発的、主体的に取り組む活動を支援するものです。 

なお、本事業は、この要領に定めるもののほか、「復興公営住宅自治活性化

事業補助金交付要綱」（以下「交付要綱」という。）「復興公営住宅自治活性

化事業補助金実施要領（以下「実施要領」）という。」等を熟読の上、申請し

てください。 

 

２ 募集期間                               

 

令和８年６月２２日（月）から令和９年１月２９日（金）まで（期間内必着） 

 

３ 補助対象者                              

 

復興公営住宅に設立された自治組織等の住民団体とします。 

自治組織等の例として、自治会、管理組合を言います。 

 

４ 補助対象事業                            

補助対象事業は、令和９年３月３１日までに事業が完了するもので、次のい

ずれかに該当するものとします。 

(1) 自治活動活性化事業 

自治組織等におけるコミュニティ計画の策定や実践活動（自主的な勉強

会・会合、手芸・囲碁将棋教室などの交流事業、高齢者の生きがいづくり

等） 

(2) 地域交流活動事業 

地域との交流や賑わいづくりを図るため、地域の特色や資源を生かして 

行うイベント開催（美化活動、お祭り等） 

(3) 普及啓発事業 

上記(1)、(2)の活動の促進や、コミュニティ形成を図るための入居者に対

する普及啓発 
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５ 事業の実施期間                            

 

交付決定日から令和９年３月３１日（水）までとします。 

なお、上記の事業実施期間以外に支出した経費については、補助金の対象

とはなりません。 

 

６ 補助期間                                

 

同一団体に対する補助は最大３年（予算措置が前提となります。） 

 

７ 補助金額等                              

 

(1) 補助金額等 

補助対象経費の１０分の１０以内 
(2) 補助事業の件数 

予算の範囲内での採択件数となります。 

 

８ 補助の対象となる経費                         

 

事業の実施に直接必要となる次の経費とします。 

 

補助対象経費 内    容 

１ 報償費 講師・指導者、ボランティアへの謝礼金など 

２ 旅費交通費 タクシー代など（事業の実施に必要なものに限る） 

３ 消耗品費 事業に必要な文具、日用品や原材料費など 

４ 燃料費 講座やイベント時などの当日にかかるガソリン代
など 

５ 印刷製本費 チラシ作製費等、広報宣伝用の印刷や報告書などの
印刷製本費 

６ 食糧費 

お茶代（清涼飲料を含む。）、茶菓子代（果物、漬物
含む。）、交流会（食事会、芋煮会、クリスマス会等）
などにおける最小限の飲食費 
経費は１名あたり合計１,０００円以内で、かつ事
業参加人数以下の最小限の飲食料、アルコールは対
象外 
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補助対象経費 内    容 

７ 通信運搬費 講座やイベント時などのインターネット利用料や
郵送費用 

８ 保険料 ボランティア保険・イベント保険料など 

９ 委託料 外注費（団体では実施が困難な業務（設営、器材運
搬等）に限る。） 

10 使用料及び賃借料 イベント会場使用料、事務用機械器具等の賃借料等 

11 備品購入費 
事業の実施に不可欠な機器の購入費（リース・レン
タルを行うことが困難な場合に限る） 

12 雑費 支払手数料や書類提出に必要な諸経費など 

13 その他 上記のほか、事業の実施に必要と知事が認める経費 

 

注 次に掲げるものに該当する経費は、補助対象経費とはなりません。 
１ 事業を伴わない物品・備品（※）の購入に要する経費 

２ 団地集会所の維持管理費 

３ 自治組織等の団体の構成員に対する人件費及び交際費 

４ 他の個人または団体への負担金及び補助金など住民自治組織が直接関与 

又は実施しない事業に関わる経費 

５ 物品販売に係る経費 

６ その他補助することが適当でないと判断される経費 
※備品とは、机・イス・書庫・パソコン・カメラ等、汎用性が高く、かつ、事業

年度（１年）以上にわたりその形状を変えずに繰り返し使用できるものを言

います。 

 何が備品に該当するかについては、購入される前にご相談ください。 

 

９ 申請方法等                              

 

(1) 申請者 

復興公営住宅に設立された自治組織等の住民団体が申請してください。 

(2) 申請書類 

ア 補助金交付申請書（第１号様式） 

交付要綱で規定する『復興公営住宅自治活性化事業補助金交付申請書』

を提出してください。 
イ 復興公営住宅自治活性化事業実施計画書（第２号様式） 
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付属資料（「役員名簿」、「団体規約・会則等」）もありますので、こち

らも忘れずに提出してください。 
ウ その他 

事業概要や企画書、支出経費に係る見積書があれば添付してください。 
エ その他知事が必要と認める書類 

(3) 提出部数 

１部 

(4) 申請方法 

電子メール（hinanshashien@pref.fukushima.lg.jp）または郵送により申 

請書一式を提出してください。 
 

 

〒９６０－８６７０ 

福島県福島市杉妻町２番１６号（本庁舎５階） 

福島県 避難者生活支援課宛て 

電話 ０２４－５２１－８３０６ 

 

(5) その他 

申請に係る経費は、全て申請者の負担となります。 

なお、提出された申請書類は返却しません。 

 

１０ 実施方法                              

 

(1) 事業の 実施 

事業の採択を受けた実施主体は、事業計画に沿って事業を実施してくだ

さい。事業計画に沿わない事業の支出については、補助の対象外となりま

す。 

(2) 事業の変更・中止 

実施主体は、やむを得ない理由により、事業内容の変更を要する場合もし

くは事業の継続が困難な場合は、速やかに復興公営住宅自治活性化事業補

助金変更（中止）承認申請書（第３号様式）を９（４）の申請先に提出し、

承認を受けてください。 
(3) 概算払い 

希望する場合は、復興公営住宅自治活性化事業補助金概算払請求書（第 
５号様式）に概算払を必要とする理由を添えて提出してください。 
詳細については、補助金交付決定後にお知らせします。 

(4) 事業の終了 

事業主体は、事業完了日から起算して３０日を経過した日までに、復興公

【郵送】
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営住宅自治活性化事業実績報告書（第７号様式）等を提出してください。 

(5) 補助金の額の確定・精算 

県は、（４）の事業実績報告書等を受領したときは、その内容を審査し、 

交付すべき補助金の額を確定します。 

概算払いで補助金を交付していた場合は、その精算を行います。 

(6) 状況報告 

必要に応じて状況報告を求める場合や、業務の処理状況、領収書や出納簿

等の確認及び現地調査を行う場合があります。 

 

１１ 問い合わせ先                                

 

福島県 企画調整部 避難地域復興局 避難者生活支援課 

〒９６０－８６７０ 福島県福島市杉妻町２番１６号（本庁舎５階） 

電  話  ０２４－５２１－８３０６ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０２４－５２１－８３６９  

 

 


